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平成 28 年 12 月 

平成 28 年度 地質情報管理士資格 登録更新対象者 各位 

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会 

 

平成 28 年度「地質情報管理士資格」登録更新のご案内 

 

平成 28 年度地質情報管理士資格の登録更新を下記の要領にて実施いたします。 

更新対象の方は、以下の実施要領をご確認の上、申請書類を全国地質調査業協会連合会（以下、全地連と称す）ま

で提出して下さい。 

 
平成 28 年度「地質情報管理士資格」登録更新 実施要領 （概要） 

 

１．登録更新対象者 

平成 25 年度（2013 年度）地質情報管理士資格検定試験に合格し、資格登録した方 

平成 25 年度（2013 年度）地質情報管理士登録更新の手続きが完了した方 

２．更新に必要な条件 

対象とする学習や活動等に関連する継続教育（CPD）を所定の３年間に６０単位取得していること 

３．申請方法 

所定の様式に従い、申請書類を作成していただきます。作成した申請書類は、電子ファイル化し、これを全地

連宛にメール送信していただきます。申請書類の様式は、次のＷＥＢサイトよりダウンロードしてください。 

→ http://www.zenchiren.or.jp/jouho_kanrisi/kousin.html    地質情報管理士 登録更新   

なお、送信いただいた申請書類は、全地連で申請内容を確認の上、更新に必要な条件を満たしている方には

登録証を送付します。これをもって更新手続きは完了となります。 

４．申請受付期間 

  平成 28 年 12 月 1 日(木) ～ 平成 29 年 1 月 31 日(火) 

５．登録更新料 

   [全地連会員] ６,４８０円   [非会員] ９,７２０円 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

詳細は２頁目以降をご覧ください。 

登録更新手続きのフロー 

【申請受付期間】 

平成 28 年 12 月 1 日(木) 

～ 

平成 29 年 1 月 31 日(火) 

【登録証の郵送時期】 

平成 29 年 3 月 郵送予定 

登録更新申請書類の作成 

①登録更新申請書の入手 

②申請書類の作成 

③登録更新料の振込み 

申請書類を全地連宛にメールで提出 

・申請書類の確認 

・登録証の発行 

登録証の郵送（更新手続き完了） 
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１．登録更新対象者                                                            . 

登録更新の対象者は、次のいずれかに該当する方となります。  

・平成 25 年度（2013 年度）地質情報管理士資格検定試験に合格し、資格登録した方 

・平成 25 年度（2013 年度）地質情報管理士登録更新の手続きが完了した方 

※対象者の方の場合、現在保有される資格の有効期限は平成 29 年 3 月 31 日となります。 

 

２．登録更新に必要な条件 （ご報告していただくＣＰＤ記録）                                    . 

登録更新の手続きでは、所定の継続教育記録（ＣＰＤ）をご報告いただきます。 

ご報告いただくＣＰＤの単位数や内容などは、次の①②に示す通りです。 

① ＣＰＤの取得期間および単位数 

2014 年（平成 26 年）1 月 1 日 ～ 2016 年（平成 28 年）12 月 31 日 までの３年間に取得した ＣＰＤ ６０単位以上 

② ＣＰＤの内容    

教育形態 内容 

CPD 単位の考え方（指標）および 

報告単位数の年間限度 

分類１ 

講習会の受講 

シンポジウムの参加 

委員会活動 

論文の査読 

技術図書の執筆 

講習会の講師 など 

 

以下の事項に関連した講習会等を対象とする。 

・地質情報のデータベース 

・新旧測地系  ・電子認証や電子公証制度 

・地質情報や地形情報などの GIS（WEB-GIS を含む） 

・JIS、ISO 等で規定されている地盤情報 

・情報の取扱いに関する留意事項 

・地質調査の現場技術  ・電子納品 

・地質調査業務の管理（施工､品質､安全）  

・CPD 単位の指標（計算方法や重み）の考え方 

土質･地質技術者生涯学習協議会

※1

または日

本技術士会

※2

が示す指標に準じて報告することを

原則とする

※3

。 

・所属組織以外の他の学協会等から付与された

CPD（左記の分類１）の単位数は、調整せずに

そのまま報告するもとする（建設系 CPD 協議会 - 

CPD 相互承認に基づく対応）。 

・左記のＣＰＤ（分類 1 および分類 2）は、報告単位

数の年間限度はなし 

・左記の分類 3 で示した各業務経験のＣＰＤ単位数お

よび報告単位数の年間限度は次の通りとする

※3

。 

①現場実務・管理実務の経験 ：1 業務当り 1 単位 

②電子納品の実務経験 ：1 業務当り 1 単位 

③GIS 構築などの実務経験 ：1 業務当り 2 単位 

報告単位数の年間限度：上記合計で 10 単位／年 

分類 2 

技術資格の取得 

社内研修会の受講、

または講師 

自己学習 

ｅラーニング など 

分類 3 

 

業務経験 

 

以下の業務経験を対象とする。 

①地質調査業務の現場実務や管理実務の経験 

②電子納品の実務経験 

③GIS の構築や地質関連情報のデータベース

構築などの実務経験 

 

 ※１ 「土質･地質技術者生涯学習協議会」とは、継続教育支援サイト「ジオ・スクーリングネット」を運営する協議会です。当協議会

における CPD の考え方（指標）は、日本技術士会における CPD の指標に準じたものであり、また、これに加えて地質調査業特有

の実務経験を CPD として認める指標になっております。詳しくは、次頁をご覧ください。 

※２ 日本技術士会ホームページ    http://www.engineer.or.jp/CPD/index.html 

※３ １業務（同一業務）における経験について、①～③のうち、①②､又は②③を同時に経験した場合は 2 単位として計算する。 



3  

土質･地質技術者生涯学習協議会における CPD の考え方 

 

当協議会における CPD の考え方（単位の計算方法・重みの指標）は、表-1 に示すとおりです。 

この内容は、日本技術士会における CPD の指標に準じたものであり、また、これに加えて、教育

形態Ⅴ（産業界における業務経験）の中には地質調査業務の特性を考慮した当協議会独自の

項目（調査現場の管理等の経験、電子納品の経験、ＧＩＳ・データベース構築の経験）を追加して

おります。 

 

表―１ ＣＰＤの取得形態とＣＰＤ単位数の考え方（重み係数） 平成 28 年 6 月 1 日改定版 ※土質・地質技術者生涯学習協議会より 

教育形態 番号 内容 

CPD 

重み係数

CPD 計算 CPD 上限 

Ⅰ．講習会、研修

会、講演会、シン

ポジウム、見学会

等 へ の 参 加 （ 受

講） 

Ⅰ1 日本技術士会、大学、関係学協会（学術団体、公益法人を含む）、民間団体及

び企業が公式に開催するもの 

1 

1×Ｈ 

Ｈ：受講時間 

- 

 

注 1)CPD の内容は、演題、講師名（所属）だけではなく、テーマやキーワード等で、できるだけ自己研鑚効果がわかるように具体的に

記入する 

注 2)企業が社員向けに開催する技術向上に資する研修会への参加は形態「Ⅲ：企業内研修」で計上する 

注 3)異業種交流会、プライベートな研究会、展示会等への参加は、形態「Ⅵ-5」で計上する 

注 4)研修・講演、見学会での移動・休憩時間、懇親会等は CPD として計上しない（主催者が指定するＣＰＤ時間若しくは実時間の

み計上すること） 

注 5)総会等で講演が含まれる場合は、講演の時間のみ計上する 

注 6)資格取得のための受講等は計上せず、取得時に形態｢Ⅵ-1｣で計上する（資格更新のための受講（地質調査技士登録更新講

習会など）は形態「Ⅰ」で計上する） 

注 7)2 日以上連続して受講した場合は、1 日ごとに分けて計上する 

Ⅱ．論文・報告文

などの発表・査読 

Ⅱ1 (1)日本技術士会、学協会、民間団体等が開催する技術発表会、講演会、 研究

会、シンポジウム等での口頭発表 

3 

3×Ｈ 

Ｈ：発表時間 

- 

Ⅱ2 

（2)日本技術士会、学協会、民間団体等が発

行する学術誌、技術誌等への論文、報告

文の発表 

学術雑誌への査読付技術論文発表 2 

2×Ｈ 

Ｈ：作成時間 

30/件 

Ⅱ3 

上記以外 1 

1×Ｈ 

Ｈ：作成時間 

10 /件 

Ⅱ4 （3）日本技術士会、学協会、民間団体等が発行する学術誌、技術誌等の論文、

報告文の査読 

0.25 

0.25×Ｐ 

Ｐ：査読ﾍﾟｰｼﾞ数 

5 /件 

 

注 1)口頭発表時間は実時間×３で計上し、他の聴講時間は形態「Ⅰ」で計上する 

注 2)連名・共著の場合は本人が係わった実時間を計上する 

注 3)口頭発表のための予稿集、パワーポイント等の説明資料の作成は含めない 

注 4)同一内容について別の場で発表した場合は、一回のみ計上、CPD の重複計上をしない 

注 5)論文作成したものを口頭発表する場合は、(1)(2)を別々に計上する 

注 6)パネルディスッカッションのパネリストの場合は、全体の討議時間を計上する 

注 7)展示会・ポスターセッションの説明は、形態「Ⅵ-5」で計上する 

注 8)業務での報告書作成は「論文発表」として計上できない 

Ⅲ．企業内研修

（受講） 

Ⅲ1 

研修プログラム及び OJT プログラムが明示さ

れており、それに基づいて実施され成果が明

確なもの 

集合研修（研修プログラムによる実施） 1 

1×H 

Ｈ：受講時間 

20/年間 

Ⅲ2 

個別研修（OJT プログラムによる実施） 1 

1×H 

Ｈ：受講時間 

10/年間 

 

注 1)講師を務めた場合は形態「Ⅳ」で計上する 

注 2)管理職研修、プロポーザル作成､社内マネジメントシステム、安全衛生などの業務に密接に関連する教育訓練、社内会議等は

計上しない 

注 3)資格取得のための企業内研修等は計上せず、取得時に形態｢Ⅵ-1｣で計上する 

次頁に続く 
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教育形態 番号 内容 

CPD 

重み係数

CPD 計算 CPD 上限 

Ⅳ．研修会・講習

会などの講師・修

習技術者指導 

Ⅳ1 

(1)日本技術士会、大学、学協会、民間団

体、企業等の開催する研修会、講習会、

技術説明会の講師等 

大学、学術団体等の研修等の講師 2 

2×H 

Ｈ：講演時間 

25/年間 

Ⅳ2 自社及びその関連企業での研修会等

の講師 

1 

1×H 

Ｈ：講演時間 

15/年間 

Ⅳ3 (2)修習技術者等に対する具体的な技術指導（修習ガイドブックに示す「基本修

習課題：専門技術力、業務遂行能力、行動原則」に該当するものに限る） 

1 

1×H 

Ｈ：指導時間 

15/年間 

 注 1) コンサルタント業務、ISO 審査、内部監査は計上しない 

注 2)業務上の指導は計上しない（組織内で日、週、月、年単位で企画され実施される指導は業務） 

注 3)技術士等の資格受験指導は計上しない 

注 4）同じ教材で行う研修会・講習会は、一回/年度のみ計上する 

注 5)大学の非常勤講師等は計上しない(単発の特別講義を除く) 

注 6)小・中・高での理科教育の講師は形態｢Ⅵ-5｣で計上する 

Ⅴ．産業界におけ

る業務経験 

Ⅴ1 （1）業務上で技術的成果をあげ、グループ及び個人（本人）が表彰を受けた業務

（注 1・2・3） 

1 

20/件 

（1 件当りの上限） 

- 

Ⅴ2 

（2）特許出願(発明者に限る)(注 4) 

基本特許 1 40/件 - 

Ⅴ3 周辺特許 1 15/件 - 

 注 1)グループ名で表彰を受けた場合、そのグループの責任者（長）の場合は 20/件を、担当者、照査の場合は 10/件を上限として

計上する。同一業務や継続業務における複数回の表彰は１件として扱う 

注 2)表彰は、証明するものが必要 

注 3)組織（企業）内での表彰は、その組織（企業）の代表者からのものに限る 

注 4)特許の共同出願の場合は人数を記入し、上記 CPD を限度に本人の貢献度に応じて案分して計上する 

Ⅴ4 現場管理経験(主任技術者、現場管理人、掘削機長、物理探査班長等) 5 5/業務 10/年間 

Ⅴ5 現場経験(一般調査員) 2 2/業務 10/年間 

Ⅴ6 電子納品の実務 1 1/業務 10/年間 

Ⅴ7 地質関連情報のデータベース化に関る実務 2 2/業務 10/年間 

 注 1)上記番号Ⅴ4～Ⅴ7 は、地質調査業務における現場経験等を通じた技術研鑚のスタイルを考慮し設けた土質・地質生涯学習

協議会独自の教育形態の分類である。 

注２)上記番号Ⅴ4～Ⅴ7 のＣＰＤ上限については、登録したＣＰＤを活用する際の規定類（保有資格の登録更新時におけるＣＰＤの

報告上限数の規定など）を考慮の上、Ⅴ4～Ⅴ7 のそれぞれで定めたＣＰＤ上限の範囲内でＣＰＤ記録を登録するものとする。 

Ⅵ．その他 
 技術者の資質向上に役立つものに限る  

Ⅵ -1 公的 な技

術資格の取得 

Ⅵ1 

政府機関等の認定あるいは承認する公的な技術資格の取得 1 

10/資格 

(１資格当りの上限) 

20 /年間 

 注 1)技術士第二次試験と同等の難易度の資格を除き 5/資格を計上する 

注 2)資格の更新は計上せず、更新のための講習会は形態「Ⅰ」で計上する 

注 3)技術資格ではないその他資格（ＴＯＥＩＣ等）の取得は、形態「Ⅵ-5」で計上する 

Ⅵ -2 公的 な機

関での委員就任 

Ⅵ2 政府・地方自治体等機関、学協会等の審議会・研究会の委員（年間を通した活

動であるもの） 

1 

1×H 

H：会議時間 

10 /年間 

 注 1)同一委員会内の小委員会、WG 等は別途に計上しない 

注 2)通年の活動として年度毎にまとめて上限時間内で計上する 

Ⅵ-3 大学、研究

機関における研究

開発・技術業務へ

の参加、国際機関

などへの協力 

Ⅵ3 大学、研究機関等における研究開発・技術開発業務への参加、国際機関、国際

協力機構等における国際的な技術協力への参加 

1 

1×H 

H：参画時間 

20 /件 

 注 1)業務上の JICA 技術協力等は計上しない（業務委託契約及び雇用契約での業務以外の案件に限る） 

注 2)日常業務を除く 

注 3)JABEE 審査は、大学等における技術者育成に関わる協力と位置づけ、年度あたり１０時間を上限として計上できる 

Ⅵ-4 技術図書の

執筆 

Ⅵ4 

成果が明確なもの 

技術図書執筆（学協会が出版・監修し

た図書） 

1 

1×H 

H：執筆時間 

15 /件 

Ⅵ5 翻訳を含む技術図書執筆（前記以外

の図書） 

1 

1×H 

H：執筆時間 

10 /件 

 注 1)技術図書の執筆は、技術的内容を明確に記録する（業務で作成した技術図書は含まない） 

注 2)出版社名、図書名、執筆タイトル、ページ数の他、執筆内容をキーワードで記入する 

Ⅵ-5 自己学習他 
Ⅵ6 

上記以外で技術向上の CPD に値すると判断されるもの 1 

1×H 

H：履修時間 

10 /年間 

 注 1)自己学習には学協会誌の購読、放送大学・ＴＶの視聴、e-ラーニング等が含まれる 

注 2）大学、大学院、職業訓練を受講する場合は上限時間内で計上する 
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３．申請方法                                                                   . 

更新手続きは、所定の様式に従い作成した申請書類をＰＤＦファイルのデータに変換し、これをメールにて提出して

いただきます。申請書類の受付期間、作成方法などは次の通りです。 

なお、作成方法の詳細については、当案内の７ページ「申請書類 作成のポイント」も併せてご確認ください。 

 

<申請書類の受付期間> 

   平成 28 年 12 月 1 日(木) ～ 平成 29 年 1 月 31 日(火) 

 

<申請書類の種類> 

  申請書類は次の３種類です。 

  ① 登録更新申請書  ② ＣＰＤ記録簿  ③ 登録更新料の振込領収書 

     ※氏名を変更された方の場合は、戸籍抄本も提出していただきます。 

 

 <申請書類の作成方法> 

申請書類 

作成方法（書類の記入内容については「申請書類 作成のポイント」を参

照ください） 

ﾌｧｲﾙの保存名称

※

 

① 登録更新申請書 

 

全地連のホームページに掲載する登録更新申請書のテンプレー

ト（Microsoft Word）をダウンロードし、必要事項を記入の上、押印

してください。 

作成した申請書は、PDF ファイルに変換し、右記の指定したファ

イル名称で保存してください。 

（全地連ホームページ 登録更新 Web サイト URL） 

http://www.zenchiren.or.jp/jouho_kanrisi/kousin.html 

sinsei***** 

（PDF ファイル） 

② ＣＰＤ記録簿 全地連のホームページに掲載するＣＰＤ記録簿のテンプレート

（Microsoft Excel）をダウンロードし、必要事項を記入してください。 

作成したＣＰＤ記録簿は、Ｅｘｃｅｌファイルにて、右記の指定した

ファイル名称で保存してください。 

なお、記録簿を作成される際は、セルに入力した文字がすべて

表示されるようにセルの高さを調整してください。 

kiroku***** 

（Excel ファイル） 

③ 登録更新料の 

振込領収書 

 登録料の振込領収書をスキャニングし、PDF ファイルに変換し

て、右記の指定したファイル名称で保存してください。 

なお、インターネット上から振込みを行う場合、通信機器画面

上の決済画面（振込手続日・振込先・振込金額が確認できるも

の）をプリントアウトするなどし、PDF ファイルにしてください。 

furikomi***** 

（PDF ファイル） 

△ 戸籍抄本 

※氏名変更された方のみ 

戸籍抄本をスキャニングし、PDF ファイルに変換して、右記の指

定したファイル名称で保存してください。なお、スキャニングの際

は、氏名の変更履歴が確認できるよう該当部分をスキャニングし

てください。 

simei***** 

（PDF ファイル） 

※申請書の作成は、手書き・ワープロ入力のどちらで作成されてもかまいません。 

※ファイル名に使用する文字は半角英数字とし、全角文字の使用を禁止します。 

なお、ファイル名の ***** には、資格登録番号の 5 ケタを半角で入れてください。 

（ 例（登録番号 00534 の場合） ： sinsei00534.pdf ） 

※ファイル容量は、合計で２MB 以内を目安とします。 
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<申請書類の提出先>  

作成した申請書類のデータファイルは、次の要領に従いメールで送信してください。 

送信先アドレス：kanri2016@zenchiren.or.jp   

送信時の件名および本文： 

 （件名）地質情報管理士 登録更新申請 

   （本文）地質情報管理士資格の登録更新申請書を提出します。 

       氏名：○○○○ 

       登録番号：０１２３４（５ケタ） 

※（メールの受信確認）申請のメールを受信した後、受信確認の返信メールを自動で送信します。 

 

<登録更新料および振込先> 

登録更新料(税込)： [全地連会員] ６,４８０円   [非会員] ９,７２０円  

            ※「登録更新 Web サイト」に会員名簿を掲載しています。    

振込先： 三菱東京ＵＦＪ銀行 本郷支店 普通 １０１７６７７   （社）全国地質調査業協会連合会 

※振込手数料は申請者のご負担でお願いいたします。 

※登録更新料は原則、返金いたしませんので予めご了承願います。 

 

４．その他                                                                    . 

１．申請書類の内容確認について 

申請された CPD の内容について、更新の対象となるかの判断が困難な場合は、内容確認のためご連絡を入れさ

せていただきます。 

なお、申請内容によっては、書類の再提出を求める場合があるほか、CPD 取得の証明書類（CPD 取得証明書、

社内研修の資料、自己学習の教材資料など）の提出を求める場合があります。証明書類は予めお手元にまとめて

整理されておく事をお勧めいたします。 

内容確認の結果、更新条件を満たしていないとの最終判断に至った際は、２月下旬までにご連絡を入れさせてい

ただきます。 

２．登録証の発送について 

更新条件を満たした方には、登録証を発送いたします。 

 発送時期：平成２９年３月予定 

 発送先：現住所宛て 

 ※3 月末までに登録証が届かない場合は、すみやかに全地連までお問い合わせください。 

３．資格者情報の公開について 

資格者情報の公開は、平成 28 年以降、原則として公開することといたしました。従来は公開を任意としておりまし

たが、平成 26 年に施行された改正品確法により、発注機関では有資格者の積極的な活用を図るに当たり、資格者

情報の公開を求めてくるケースが増えてまいりました。このような状況を踏まえ、全地連では資格制度の活用を推進

するため、資格者情報の原則公開を行う事にした次第です。有資格者の皆さまには、何とぞご理解賜りますようお願

い申し上げます。なお、資格者情報の公開により、仕事などに支障が生じる場合は、全地連までご連絡ください。 

４．登録更新に関する問い合わせ窓口 

TEL：03-3518-8873  （全地連 事務局 （資格担当））    

   ※電話受付時間：月曜～金曜の平日 9:30～17:30 （ただし、12 月 28 日～1 月 4 日を除く）
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申請書類 作成のポイント 

①登録更新申請書  ②ＣＰＤ記録簿  ③CPD 記録簿作成の Q＆A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①登録更新申請書 

・（テンプレートのダウンロード） 

 申請書用紙の入手は、「登録更新 Web サイト」に用意し

た申請書テンプレート（Word）をダウンロードしてください。   

・（必要事項の記入） 

申請書の白抜き部分に必要事項を記入の上、捺印し

てください。 

・「郵便番号 現住所」 

当欄には、住民票登録している住所を記入してください。 

・「電話番号」 

「日中、連絡が取れる電話番号」とは、申請内容の確

認が必要な際に連絡する電話番号となります。必ずご

記入ください。 

・「登録メールアドレス」 

登録更新のご案内をお送りした送信先アドレスとなります。 

・「資格有効期限」 

資格有効期限を予め記載しております。ご自身の資

格有効期限と同じであることをご確認ください。 

・「所属機関の全地連会員加入について」 

「登録更新 Web サイト」には、会員名簿を用意してい

ますのでご参考ください。 

・「登録更新料」 

複数名分をまとめて振り込んだ場合は、※印の欄に

該当者の登録番号と氏名を記入してください。 

・「資格者情報」－「資格者情報の公開について」 

 資格者の情報（1.資格登録番号、2.氏名、3.所属機関名、 

4.資格有効期限）は、資格制度の活用・普及を目的に、 

原則、公開することといたしました。 

なお、資格者情報の公開により、仕事などに支障が生じる 

場合は、全地連までご連絡ください。 

 

※資格者名簿ホームページ 

http://www.zenchiren.or.jp/jouho.html 
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②CPD 記録簿 

 

更新に必要な CPD について、当案内２頁「２．更新に必要な条件」を参照の上、以下に示す要領に従い CPD 記録簿を作成してください。

なお、「登録更新 Web サイト」には、CPD 記録簿の作成例を用意しています。 

 

全般 

テンプレートの 

ダウンロード 

CPD 記録簿の用紙は、「登録更新 Web サイト」に用意したテンプレート（Excel）をダウンロードしてください。  

記入項目 

テンプレートには、プログラム名や主催者名など 15 の項目を用意しています。項目に従い記入してください。なお、15 項目

のうち、※印のついた 11 項目は申請の必須項目となりますので必ず記入してください。 

時系列の整理 記入する CPD は、後述する項目「⑧終了年月日」の古いものから順に整理してください。 

記入項目毎（全１５項目）  

①番号 

（※必須項目） 

時系列に整理した CPD 記録を、１番からの通し番号でナンバリングしてください。 

②主催者名 

（※必須項目） 

CPD の内容に応じて、次を参考に記入してください。 

・講習会等の受講の場合 → 主催者名 

・社内研修の場合 → 当社（○○株式会社） 

・自己学習（技術書の講読など）の場合 → 自己学習 

・普及活動（委員や講師など）の場合 → 行事を主催した機関名・委員会名（例：○○工学会 JIS 検討委員会） 

・業務経験の場合 → 発注者名（下請負人で受注の場合、元請負人および発注者の両者を記入） 

③プログラム名 

（※必須項目） 

CPD の内容に応じて、次を参考に記入してください。 

・講習会等の受講 → プログラム名 

・社内研修の場合 → プログラム名、あるいは研修内容のテーマ 

・自己学習の場合 → 学習した内容のテーマ 

・普及活動（委員や講師など）の場合 → 検討議題名（検討内容）または講演プログラム名 

・業務経験の場合 → 業務件名 

④プログラム番号 講習会等の主催者が、プログラム番号など整理番号を割り当てている場合はこちらに記入してください。 

⑤教育分野 

⑥教育形態 

ジオ・スクーリングネット

※

の機能を利用し CPD 記録簿を作成された方は、任意でご利用ください。 

⑦開始年月日 

⑧終了年月日 

（※全て必須項目） 

講習会、委員会、自己学習などの実施期間について、開始および終了の年月日を西暦で記入してください。 

 ※資格の取得により CPD を取得した場合は、資格取得日を「⑧終了年月日」に記入してください。 

⑨参加単位 

⑩単位 

⑪CPD 単位 

（※全て必須項目） 

取得したCPD単位と、その算出根拠となる数量・単位を記入していただきます。算出根拠となる数量・単位を「⑨参加単位」

「⑩単位」に、取得した CPD 単位を「⑪CPD 単位」に記入してください。 

※記入例：自己学習を３時間実施し、CPD 単位 1.5 を取得の場合 

      → 「⑨参加単位」= 3 、「⑩単位」= 時間 、「⑪CPD 単位」= 1.5 

※「⑪CPD 単位」に小数点以下が生じる場合、0.5 単位刻みで入力してください。 

※講習会受講などにより、第三者が算出した CPD 単位を取得した場合、「⑨参加単位」「⑩単位」の欄には、CPD 単位の

目安となるものとして、受講時間などの数量・単位を記入してください。 
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⑫主催者証明 

（※必須項目） 

CPD の取得証明書に相当する書類がお手元にある方は、「 ○ 」を記入してください。 

※取得証明書の有無自体が、更新の可否に影響する事はありません。ただし、取得した CPD の内容によっては、取得証

明書の提出を求める場合があります。 

⑬認定機関名 

（※必須項目） 

CPD を付与した機関名を記入してください。なお、申請者本人や勤務先で算出した CPD の場合は、「本人」、または、「勤務

先」と記入してください。 

⑭プログラム目標 ジオ・スクーリングネット

※

の機能を利用し CPD 記録簿を作成された方は、任意でご利用ください。 

⑮プログラム内容 

（※必須項目） 

当欄は、更新の対象となるCPDであるかを判断する重要な項目となります。取得されたCPDの内容について、客観的にみて

分かるよう記入してください。 なお、記入していただくプログラム名（講習会名称、業務件名など）によっては、取得した CPD

の内容が更新対象（当案内２ページ〔CPD の内容〕）に該当するかの判断がつかない場合があります。ついては、〔CPD の内

容〕を考慮の上、プログラム内容を記入して下さい。 

その他 

その他 ・申請された CPD は、内容により更新の対象外と判断する場合があります。申請の際、更新対象となり得る CPD を 

60 単位を超えて取得されている方は、CPD 記録簿に 60 単位分を超えて記入される事をお勧めいたします。 

 

（参考） 

CPD 記録簿の 

作成支援ツール 

継続教育支援サイト「ジオ・スクーリングネット」 

このサイトは、土質・地質技術者生涯学習協議会が技術者の継続教育支援を目的に運営しているサイトです。当サイト

では、利用者登録を行うことにより、講習会の受講申込みや受講証明書の発行が出来るほか、ご自身の継続学習記録

（CPD）を登録することが出来ます。 

（作成支援ツール） 

 このサイトで登録した CPD は、CSV ファイルへの出力が可能です。出力したデータは、申請書類（CPD 記録簿）に対応し

ていますので、そのままコピーして編集・利用する事が出来ます。既に、ジオ・スクーリングネットをご利用の方は、こちらの

機能を利用すると便利です。 

詳しくは、ホームページをご覧ください。 

→ https://www.geo-schooling.jp/ （「ジオ・スクーリングネット」ホームページ） 
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③CPD 記録簿作成の Q＆A 

 

Q1. 日頃のCPD記録は、ジオ・スクーリングネット（土質・地質技術者生涯学習協議会）とは異なる他の団体で登録しています。こ

の場合、他の団体で発行印刷したＣＰＤ記録をそのまま代用し、CPD 記録簿にしても良いのでしょうか。 

A1.  他の団体で登録されたCPD記録の代用については、そのデータを編集加工し、本登録更新で定める所定のＣＰＤ記

録簿の体裁にあわせて頂くことで代用できます。 

CPD 記録を扱う多くの団体は、CPD 記録を CSV データなどに出力するサービスを提供しています。出力したデータを

Excel データに変換の上、指定する CPD 記録簿と同じ体裁（項目やその並び）に調整してください。また、必須項目を

入力するなどして CPD 記録簿を作成してください。 

 

Q2. CPD 記録の内容には、登録更新の対象になるか判断に迷うものが一部含まれています。その CPD 単位が更新対

象とならない場合、登録更新に必要な単位数６０CPD を満たせません。どうすれば良いでしょうか。 

A2. 登録更新の対象になるか判断に迷う場合は、全地連までお問合せください（TEL:03-3518-8873）。 

なお、判断の目安は、地質情報管理士として求められる技術や知識、経験に資するものか否かで判断します。 

以下にその判断例を示します。 

 対象として認められるケース： 

   ・土木建築設計関連の講習会や委員会の参加  ・測量関係の講習会や委員会の参加   

・地質、土木、建築、測量、設計、土壌汚染などの関係の技術資格の取得 

 対象として認められないケース： 

   ・河川事務所主催の清掃ボランティアの参加  ・経営マネジメント講習会の参加  ・税理士の資格取得 

 

Q3. 現在、海外出張中であり、更新手続きの締切日までに帰国する予定はありません。出張先にて、更新手続きに必要

な書類や情報を集めることができないのですが、この場合、どうすればよいでしょうか。 

Q3.  この場合、とり急ぎ全地連までご連絡ください（TEL:+81-3-3518-8873 または Mail: jgca@zenchiren.or.jp）. 

   帰国予定日や国内における所属先での支援対応の可否などを確認の上、手続き方法をご案内いたします。 

 

 


